
 

調布市観光協会会則  

 

第１章  総則  

（名称）  

第１条  本会は，調布市観光協会と称する。  

（事務局）  

第２条  本会の事務局は，調布市生活文化スポーツ部産業振興課に置く。  

第３条  本会の事務局に事務局長を１人置くことができる。  

２  事務局長は会長がこれを選任する。  

（目的）  

第４条  本会は，都会のふるさと調布の歴史と映画のまち・芸術文化・スポーツなど

の特色を有する調布市の観光事業の振興を図り，産業の発展と文化の向上に寄与す

ることを目的とする。  

（事業）  

第５条  本会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。  

 (1) 観光事業の計画及び実行  

 (2) 観光事業に関する調査，研究並びに資料の収集及び作成  

(3) 観光資源の活用及び観光客の誘致  

 (4) 観光施設の整備，保存及び活用  

 (5) 観光の紹介，宣伝及び出版物の刊行  

 (6) 観光に関する各種催し物の計画及び実施，援助  

 (7) 郷土物産品の紹介並びに土産品の研究及び開発  

 (8) 関係諸団体との連携強化  

(9) その他本会の目的達成のために必要な事業  

第２章  会員  

（会員の資格）  

第６条  会員は，本会の事業目的に賛同するもので，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に定めるところによる。  

(1) 法人会員  会社法等に規定する法人で，会費２０，０００円以上を納付するも  

の  



 

 (2)  個人事業主会員  個人事業主及び任意団体等で，  会費１０，０００円以上を

納付するもの  

(3)  個人会員  前各号に掲げるもののほかで，会費２，０００円以上を納付する

もの  

  (出店の資格 ) 

第７条  観光に関する各種催し物の出店資格を有する会員は，前条第１号及び第２号

に掲げる会員とする。  

（入会）  

第８条  会員になろうとする者は，調布市観光協会入会申込書（第１号様式）に会費

を添えて会長に提出しなければならない。ただし，暴力団，暴力団員 (暴力団員で

なくなった日から５年を経過しないものを含む。 )，暴力団準構成員，暴力団関係

企業，その他の反社会的勢力 (以下「反社会的勢力」という。 )に該当する者及び，

関与する者の入会を認めない。  

（資格の変更）  

第９条  前条の申込内容に変更があった場合は，速やかに調布市観光協会変更届出書

（第２号様式）を会長に提出しなければならない。  

（資格の停止）  

第１０条  会員は，会費を２年滞納したときは，その資格を１年停止する。この場合

において，滞納した会費を全て納付したときは，資格停止を解除する。  

２  協会は，前項に規定する会員の権利を制限することができる。  

（資格の喪失）  

第１１条  会員は，次の各号のいずれかに該当するときは，その資格を喪失する。  

(1) 本人から退会の申し出があったとき  

 (2) 死亡したとき  

 (3) 会費を３年滞納したとき  

 (4) 除名されたとき  

２  会員の資格を喪失したときは，既納の会費又は寄付金は返還しないものとする。  

（退会）  

第１２条  会員は退会しようとするときは，会長に調布市観光協会退会届（第３号様

式）を提出しなければならない。  



 

（除名）  

第１３条  会員が，次の各号に掲げる行為をしたときは，理事会の決議により除名す

ることができる。ただし，当該会員に対し，理事会の開催１週間前までにその旨を

通知し，かつ，理事会において弁明をする機会を与えなければならない。  

(1) 本会の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき  

(2)  反社会的勢力に該当，又は関与したとき  

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき  

第３章  役員  

（役員構成）  

第１４条  本会に次の各号に掲げる役員を置く。  

 (1) 会長  １人  

 (2) 副会長  ２人以内  

 (3) 顧問  ３人以内  

(4) 常任理事  １０人以内  

(5) 理事  ２５人以内  

 (6) 会計  ２人  

 (7) 会計監査  ２人  

（相談役）  

第１５条  本会に相談役を若干名おくことができる。  

２  相談役は，理事会の推薦により会長がこれを選任する。  

３  相談役は，会長の要請により理事会に出席し，意見を述べることができる。  

（会長及び副会長）  

第１６条  会長及び副会長は，理事のうちから互選する。  

２  会長は，本会を代表し，会の活動を総括する。  

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。  

（顧問）  

第１７条  顧問は，理事のうちから互選する。  

２  顧問は，会長の要請により常任理事会及び理事会に出席し，助言及び指導するこ

とができる。  

（常任理事）  



 

第１８条  常任理事は，理事のうちから互選する。  

（理事）  

第１９条  理事は，第６条の会員のうちから総会において選任する。  

（会計）  

第２０条  会計は，理事のうちから互選する。  

２  会計は，本会の経理を担当する。  

（会計監査）  

第２１条  会計監査は，理事会で選任する。  

２  会計監査は，本会の経理の監査を担当する。  

（役員の任期）  

第２２条  役員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。  

第４章  会議  

（会議の種類）  

第２３条  会議は，総会，常任理事会及び理事会とする。  

（総会）  

第２４条  総会は，全会員をもって構成し，年１回以上開催する。  

２  総会は，会長が招集する。  

３  総会は，構成員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立し，議事は，出

席者の過半数の同意をもって決する。ただし，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。  

４  会長が必要と認めたとき，又は会員の５分の１以上の要求があったときは，臨時

総会を開催することができる。  

（総会の議決事項）  

第２５条  総会は，次の各号に掲げる事項を議決する。  

 (1) 会則の制定及び改廃に関すること  

 (2) 事業計画及び収支予算に関すること  

 (3) 事業報告及び収支決算に関すること  

 (4) その他会長が必要と認める事項に関すること  

（総会の議長）  



 

第２６条  総会の議長は，総会において出席した会員から選出する。  

（常任理事会）  

第２７条  常任理事会は，会長，副会長，顧問，常任理事及び会計をもって構成し，

必要に応じて会長が招集する。  

（常任理事会の審議事項）  

第２８条  常任理事会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  

 (1) 運営の効率向上を図る事項に関すること  

 (2) 緊急を要する事項に関すること  

 (3) 総会の議決事項であっても，速やかな対応が必要とされる事項に関すること  

 (4)  前３号に掲げるもののほか，会長が必要と認める事項に関すること  

２  前項の規定で開催した常任理事会で審議した内容については，直近に開催する理

事会において報告するものとする。  

（理事会）  

第２９条  理事会は，全理事をもって構成し，必要に応じて会長が招集する。  

（理事会の審議事項）  

第３０条  理事会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  

 (1) 総会に提出すべき議案に関すること  

 (2) 総会又は本会則において理事会に委任された事項に関すること  

 (3) 前２号に掲げるもののほか，会長が必要と認める事項に関すること  

（理事会の議長）  

第３１条  理事会の議長は会長がこれに当たる。  

２  会長が欠けたとき，又は会長に事故があるときは，副会長がこれに代わるものと

する。  

（部会の設置）  

第３２条  本会の事業の円滑な遂行を図るため，専門部会（以下「部会」という。）

を設けることができる。  

２  部会は，事業の趣旨に賛同する者で組織し，総会の承認を得るものとする。ただ

し，緊急を要するものについては，会長が承認することができる。  

３  部会に部員の互選により部会長を置く。  

４  理事は，部会に参画することができる。  



 

第５章  会計  

（運営経費）  

第３３条  本会の運営経費は，会費及び寄付金並びに補助金その他の収入をもってあ

てる。  

（会計年度）  

第３４条  本会の会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

第６章  雑則  

第３５条  この会則に定めるもののほか必要な事項は，理事会の決議により会長が別

に定める。  

附  則  

この会則は，平成２２年４月７日から施行する。  

附  則  

１  この会則は，平成２８年４月６日から施行する。  

２  改正後の第１０条の規定は，前項に規定する日において，会費を滞納しているも

のに適用する。  

附  則  

１  この会則は，令和２年６月１０日から施行する。  

２  改正後の第８条及び第１３条の規定は，改正前において，会員資格を有する者に

も適用する。  

   附  則  

この会則は，令和４年４月１日から施行する。  

様  式  

第１号様式（第８条関係）  

第２号様式（第９条関係）  

第３号様式（第１２条関係）  


